
（歳入）
　・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 21,500千円

（歳出）
　・地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる経費 489,591千円

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 その他
地方消費税交付金
（社会保障財源化

その他

障害者福祉事業 97,660 44,512 22,246 2,240 28,662

高齢者福祉事業 119,720 1,801 29,739 6,391 81,789

児童福祉事業 65,227 25,067 17,364 1,652 21,144

小計 282,607 69,579 24,047 47,103 10,283 131,595

国民健康保険事業 55,929 1,884 8,250 3,319 42,476

後期高齢者医療事業 18,098 192 10,370 546 6,990

介護保険事業 49,330 806 140 3,507 44,877

小計 123,357 2,882 18,760 0 7,372 94,343

保健衛生事業 62,140 300 8,148 17,410 2,630 33,652

保健予防事業 21,487 370 4,350 1,215 15,552

小計 83,627 300 8,518 21,760 3,845 49,204

489,591 72,761 51,325 68,863 21,500 275,142

※　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。
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平成２８年度一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障財源過分）が充てられる社会保障施策に要する経費

事業名 経費

財源内訳

特定財源 一般財源


